
 

（様式１－１） 

令和７・８年度東成瀬村建設コンサルタント業務等 

入 札 参 加 資 格 審 査 （ 定 期 年 審 査 ） 申 請 書 
 

 

 

 令和７・８年度において東成瀬村が発注する建設コンサルタント業務等に係る入札参加資格の審査を申請し

ます。 

令和  年  月  日 

東成瀬村長     様 

◆ 申 請 者                                 ◆ 権限等を委任する場合（県外業者のみ） 

     所 在 地 〒   －                       営業所等名称 

      （住所）                                     所 在 地 〒   － 

        商号                                        （住所） 

     代表者役職                  受任者役職 

氏名                           印          氏名                              印 

     電話番号（    ）   －              電話番号（    ）   － 

注）商号には、必ずフリガナを記入してください。 

                   申請事務担当者 

                                 所   属 

           氏   名 

               電 話 番 号 （    ）   － 

１．申 請 業 務 

「申請」欄には、今回申請する業務について○をし、「申請区分」欄には、当該業務を新規申請する場合

は「新」に○を、継続申請する場合は「継」に○をしてください。 

業  務  名 申請 申請区分 業務における登録状況 登録年月日（直近） 

１ 測量業務  新 ・ 継 
測量業務 

第        号 

 

令和  年  月  日登録 

２ 土木関係建設 

  ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務 
 新 ・ 継 

建設コンサルタント 

第        号 

 

令和  年  月  日登録 

３ 建築関係建設 

ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務 
 新 ・ 継 

建築士事務所（1 級、2 級、木造） 

第        号 

 

令和  年  月  日登録 

４ 補償ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 

  業務 
 新 ・ 継 

補償コンサルタント 

第        号 

 

令和  年  月  日登録 

５ 地質調査業務  新 ・ 継 
地質調査業者 

第        号 

 

令和  年  月  日登録 

６ 環境調査業務  新 ・ 継 

計量証明事業者 

（濃度･音圧ﾚﾍﾞﾙ・振動加速度ﾚﾍﾞﾙ） 

第        号 

 

 

令和  年  月  日登録 

注）申請する場合は、各法令等に基づく登録が必要です（環境調査業務のうち日照調査、電波調査及び土壌調

査の各部門を除く。）。 



 

（様式１－２） 

 

２．業 務 内 容 

 

  資格審査を希望する部門に、県内業者は◎印を、県外業者は◎、○又は●のいずれか該当する印を記入し

てください。 

 

 

業務区分 業務内容（部門） 印  業務区分 業務内容（部門） 印 

測量業務 

測量一般  
建築関係建設 
コンサル 
タント業務 

建築一般  

地図の調製  建築構造  

航空測量  建築設備  

土 

木 

関 

係 

建 

設 

コ 

ン 

サ 

ル 
タ 
ン 

ト 

業 

務 

河川、砂防及び海岸・海洋  

補
償
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務 

土地調査  

港湾及び空港  土地評価  

電力土木  物件  

道路  機械工作物  

鉄道  営業補償・特殊補償  

上水道及び工業用水道  事業損失  

下水道  補償関連  

農業土木  総合補償  

森林土木   

造園  業務区分 業務内容（部門） 印 

都市計画及び地方計画  

環
境
調
査
業
務 

騒音調査  

地質  振動調査  

土質及び基礎  大気調査  

鋼構造及びコンクリート  日照調査  

トンネル  電波調査  

施工計画、施工設備及び積算  水質調査  

機械  土壌調査  

建設環境   

水産土木  

電気電子  

廃棄物  

地質調査業務 地質調査  

 

注）記載に当たっては、別紙１「業務内容の記入に当たっての留意事項」に従い、適正に記載してください。 

 

 

 

 



 

（様式１－３） 

 

３. 建設コンサルタント業務等実績高  

  申請する業務のみを記入し、申請しない業務の実績は「その他」の欄にまとめて記入してください。 

なお、実績高は、消費税を抜いた額で記載してください。 

（千円未満四捨五入） 

希 望 業 務 

区     分 

直前２年度分決算 直前１年度分決算 
直 前 ２ 年 間 の 

年 間 平 均 実 績 高 
  年  月  日から 

  年  月  日まで 

    年  月  日から 

    年  月  日まで 

測 量 業 務 
 

千円 

 

千円 

 

千円 

土木関係建設 

ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務 

 

千円 

 

千円 

 

千円 

建築関係建設 

ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務 

 

千円 

 

千円 

 

千円 

補        償 

ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ業務 

 

千円 

 

千円 

 

千円 

地質調査業務 
 

千円 

 

千円 

 

千円 

環境調査業務 
 

千円 

 

千円 

 

千円 

そ  の  他 
 

千円 

 

千円 

 

千円 

合    計 
 

千円 

 

千円 

 

千円 

注１）直前１年度分決算は、審査基準日（令和６年１０月１日）の直前の事業年度の終了日において確定し

た１年間の決算を記載してください。 

直前２年度分決算は、直前１年度分決算の前の１年間の決算を記載してください。 

２）決算欄には、次の金額を参考に記載してください。 

申請者 記入する金額 

普通法人 決算報告書の損益計算書の「売上」金額 

特例民法法人等 収支計算書総括表の収入の部の「事業収入」金額 

個人（青色申告） 確定申告書控えにある損益計算書の「売上（収入）金額」 

個人（白色申告） 確定申告書控えの所得金額欄の「営業」金額 

組合 決算報告書の損益計算書「売上高」の「当該事業収入」金額 

 

 

４．営業年数等 

（１年未満の端数は切り捨て） 

創   業 休 業 期 間 等 現組織への変更 営 業 年 数 

年  月  日      ～ 年  月  日 年 

 

 

 

 



 

（様式１－４） 

 

５－１．技術者保有人数 

 

従業員実数  
 

補
償
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務 

実務経験者、同等認定者又は 

補償業務管理士 
 

申請業務の技術者実数  一級建築士  

 二級建築士  

不動産鑑定士  

測
量
業
務 

測量士  不動産鑑定士補  

測量士補  土地家屋調査士  

計  司法書士  

土
木
関
係
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務 

技術士又は同等認定者  公共用地経験者  

ＲＣＣＭ  計  

コンクリート診断士  建
築
関
係
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務 

一級建築士  

一級建築士  二級建築士  

農業土木技術管理士  木造建築士  

林業技士（森林土木）    

計    

地
質
調
査
業
務 

実務経験者、同等認定者又は技術士  計  

地質調査技士  環
境
調
査
業
務 

技術士又は同等認定者  

さく井技能士  環境計量士  

計  計  

 

注１）記載に当たっては、別紙２「技術者保有人数の記入に当たっての留意事項」及び次の各注意事項に従い、

適正に記載してください。 

２）県内業者は、申請日時点の状況で記載してください。 

県外業者は、申請日の直前の営業年度の終了日時点（測量業務及び建築関係建設コンサルタント業務は

申請日時点）の状況で記載してください。 

３）常勤の者（代表者等役員を含む）の人数を記載してください。 

４）登録を申請する業務のみ、該当項目に人数を記載してください。 

５）県内業者は、「申請業務の技術者実数」が「技術者経歴書」（様式３）に記載された人数と一致するよう

に記載してください。 



 

（様式１－４） 

 

５－２．技術者保有人数（内訳） 

  ５－１において、土木関係コンサルタント業務の「技術士又は同等認定者」及び「ＲＣＣＭ」、補償コン

サルタント業務の「実務経験者、同等認定者又は補償業務管理士」の技術者保有がある場合、部門ごとの内

訳を記載してください。 

 

（ 

技 

術 

士 

） 

土
木
関
係
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務 

河川、砂防及び海岸・海洋   

（ 

Ｒ 

Ｃ 

Ｃ 

Ｍ 

） 

土
木
関
係
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務 

河川、砂防及び海岸・海洋  

港湾及び空港  港湾及び空港  

電力土木  電力土木  

道路  道路  

鉄道  鉄道  

上水道及び工業用水道  上水道及び工業用水道  

下水道  下水道  

農業土木  農業土木  

森林土木  森林土木  

造園  造園  

都市計画及び地方計画  都市計画及び地方計画  

地質  地質  

土質及び基礎  土質及び基礎  

鋼構造及びコンクリート  鋼構造及びコンクリート  

トンネル  トンネル  

施工計画、施工設備及び積算  施工計画、施工設備及び積算  

機械  機械  

建設環境  建設環境  

水産土木  水産土木  

電気電子  電気電子  

廃棄物  廃棄物  

（
補
償
業
務
管
理
士
） 

補
償
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
業
務 

土地調査  

土地評価  

物件  

機械工作物  

営業補償・特殊補償  

事業損失  

補償関連  

総合補償  

 



 

（様式１－５） 
 

６－１．県内業者・県外業者の別 

  該当する欄に○印をつけてください。 

 

県内業者・県外業者の別 １．県内業者 ２．県外業者 

県外業者の場合、秋田県内に納

税義務のある営業所等の有無 

１．秋田県内に、納税義務のある

営業所等がある 

２．秋田県内に、納税義務のある

営業所等が無い 

※「県内業者」とは県内に本店のある者を、「県外業者」とは県外に本店のある者をいいます。 

※「納税義務のある営業所等」とは、秋田県への法人事業税・法人県民税等の納税義務がある支店・営業所

等をいいます。 

 

 

６－２．納税状況 

  該当する欄に○印をつけてください。 

 

県税の納税状況 １．滞納は無い ２．滞納している 

地方消費税の納税状況 １．滞納は無い ２．滞納している 

 

 

 

６－３．社会保険等の加入状況等 

  該当する欄に○印をつけてください。 

 

健康保険の加入状況 １．加入している ２．適用除外のため加入し

ていない 

３．適用除外ではないが

加入していない 

加入している場合、保

険料の納入状況 

１．滞納は無い ２．滞納している  

 

厚生年金保険の加入

状況 

１．加入している ２．適用除外のため加入し

ていない 

３．適用除外ではないが

加入していない 

加入している場合、保

険料の納入状況 

１．滞納は無い ２．滞納している  

 

雇用保険の加入状況 １．加入している ２．加入義務がないため加

入していない 

３．加入義務はあるが加

入していない 

加入している場合、保

険料の納入状況 

１．滞納は無い ２．滞納している  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（別紙１） 

業務内容（様式１－２）の記入に当たっての留意事項 

 

 資格審査を希望する部門欄に記入する印の区別について、考え方は次のとおりです。 

 

【凡例】◎：各法令等の規定上の営業所が秋田県内にある場合 

○：各法令等の規定上の営業所が東北管内（秋田県を除く）にある場合 

●：上記以外の場合 

 

ただし、環境調査業務のうち日照調査、電波調査及び土壌調査の各部門については、「各法令等の規定上の

営業所」を「納税義務のある営業所」と読み替えてください。  

 

注１）「各法令等」とは、測量業務においては測量法、土木関係建設コンサルタント業務においては建設コン

サルタント登録規程、建築関係建設コンサルタント業務においては建築士法、補償コンサルタント業務にお

いては補償コンサルタント登録規程、地質調査業務においては地質調査業者登録規程、環境調査業務におい

ては計量法をいいます。 

注２）環境調査業務を申請する場合、計量証明事業者登録のうち、音圧レベルの登録を有する場合は騒音調査

が、振動加速度レベルの登録を有する場合は振動調査が、濃度の登録を有する場合は大気調査及び水質調査

が、それぞれ該当する部門になります。 

注３）入札、契約等の権限を委任するか否かとは、直接は関係ありません。 

 

 

（例）本店が東京都の県外業者（測量業務、土木関係建設コンサルタント及び地質調査を申請） 

    本  店：測量法、建設コンサルタント登録規程及び地質調査業者登録規程の登録あり 

    宮城支店：測量法及び建設コンサルタント登録規程の登録あり 

    秋田支店：建設コンサルタント登録規程の登録あり 

        ↓ 

    測  量：○ 

    土  木：◎ 

    地  質：● 

 

※ この場合、本店以外に測量、建コン及び地質の申請業務の全てについて営業所登録をしている支店等がないため、入札、

契約等の権限は委任できません。本店において入札、契約等をすることとなります。 

  また、この例において、本店以外の支店等で入札、契約等を行いたい場合は、当該支店等を申請業務の全てについて営

業所登録するか、又は申請業務を取捨選択することとなります。 

  例えば、秋田支店を測量、建コン及び地質の全てについて営業所登録した場合、印は次のように変更となり、秋田支店

に委任することも可能となります。 

測量：○→◎  土木：◎  地質：●→◎ 

 



 

 

（別紙２） 

技術者保有人数（様式１－４）の記入に当たっての留意事項 

 

 

 申請業務における技術者は次のとおりですので、各業務に従事している「常勤の職員」のみを適正に記入し

てください。 

 測量業務の技術者保有人数以外は、資格審査の要件にはなっていませんが、申請書類に虚偽の記載をした場

合は、入札参加資格が受けられず、また、資格取得後に発覚した場合には取り消されることがあります。 

（資格を証明する書類及び常勤性を確認できる書類を求めることがあります） 

 

１ 技術者保有人数について 

県内業者は、令和７年１月１４日時点の状況で記載してください。 

県外業者は、申請日の直前の営業年度の終了日時点（測量業務及び建築関係建設コンサルタント業務は 

令和７年１月１４日時点）の状況で記載してください。 

 

２ 常勤の職員について 

  「常勤の職員」とは、原則として次の条件に該当する者をいい、該当しない場合は常勤の職員として認め

られませんので、ご注意ください。 

⑴ 社会保険適用事業所の場合は、社会保険加入者 

⑵ 社会保険適用事業所でない場合は、雇用保険の被保険者で、概ね常時月２０日以上勤務している者 

 

３ 複数の資格を有する技術者の取扱いについて 

  １人で２以上の資格を有する場合は、重複して計上しても構いません。 

〔例〕土木関係建設コンサルタント業務の「道路」部門と「下水道」部門を申請し、１人で技術士の「道路」

と「下水道」の資格を有する場合は、それぞれに１として計上できます。 

 

「技術士」と「ＲＣＣＭ」、「１級」と「２級」、「士」と「士補」等同部門の資格を重複して有してい

る場合は、それぞれ上位の資格のみを記入してください。 

   

４ 技術者の資格について 

  各申請業務の技術者については、次の条件に合致する者の人数を記載してください。 

 ⑴ 測量業務 

  ア 測量士・・・測量法の規定による登録を受けた測量士を記入 

    測量士補・・測量法の規定による登録を受けた測量士補を記入 

 

 ⑵ 土木関係建設コンサルタント業務 

ア 技術士又は同等認定者・・・技術士法（昭和５８年法律第２５号）の規定による技術士の登録を受け

ている者であって、建設コンサルタント登録規程別表の下欄に定める技

術管理者となる資格を持つ者又は技術管理者（認定）で、申請部門に対

応するものを記入 

イ ＲＣＣＭ・・・（一社）建設コンサルタンツ協会が実施するＲＣＣＭ登録規則による登録を受けてい

る者であって、選択科目が申請部門に対応するものを記入 



 

ウ コンクリート診断士・・・（公社）日本コンクリート工学会による登録を受けた者を記入 

エ 一級建築士・・・建築士法の規定による一級建築士を記入 

オ 農業土木技術管理士・・・（公社）土地改良測量設計技術協会が認定する農業土木技術管理士を記入 

カ 林業技士（森林土木）・・・（一社）日本林業技術協会が認定する林業技士（森林土木）を記入 

 

⑶ 建築関係建設コンサルタント業務 

    一級建築士・・・建築士法の規定による一級建築士を記入 

    二級建築士・・・建築士法の規定による二級建築士を記入 

        木造建築士・・・建築士法の規定による木造建築士を記入 

 

 ⑷ 補償コンサルタント業務 

ア 実務経験者、同等認定者又は補償業務管理士・・・補償コンサルタント登録規程第３条第１号に該当

する者（(一社)日本補償コンサルタント協会が付

与する補償業務管理士を含む。）であって、申請

部門に対応するものを記入 

イ 一級建築士・・・建築士法の規定による一級建築士を記入 

    二級建築士・・・建築士法の規定による二級建築士を記入 

ウ 不動産鑑定士・・・不動産の鑑定評価に関する法律（昭和３８年法律第１５２号）の規定による不動 

産鑑定士を記入 

    不動産鑑定士補・・不動産の鑑定評価に関する法律（昭和３８年法律第１５２号）の規定による不動

産鑑定士補を記入 

エ 土地家屋調査士・・・土地家屋調査士法（昭和２５年法律第２２８号）の規定による土地家屋調査士

を記入 

オ 司法書士・・・司法書士法（昭和２５年法律第１９７号）の規定による司法書士を記入 

カ 公共用地経験者・・・官公庁等に勤務し、公共用地の取得業務に従事した実績がある者を記入              

 

 ⑸ 地質調査業務 

ア 実務経験者又は同等認定者・・・地質調査業者登録規程第３条第１号イ又はロに該当する者を記入 

イ 技術士・・・技術士法の規定による登録を受けている者であって、第２次試験のうち、建設部門（選

択科目を土質及び基礎とするものに限る。）、応用理学部門（選択科目を地質とするもの

に限る。）又は総合技術監理部門（選択科目を「建設一般並びに土質及び基礎」又は「応

用理学一般及び地質」とするものに限る。）の資格を持つものを記入 

ウ 地質調査技士・・・（一社）全国地質調査業協会に地質調査技士として登録されている者を記入             

エ さく井技能士・・・職業能力開発促進法（昭和４４年法律第６４号）の規定によるさく井技能士を記

入 

 

 ⑹ 環境調査業務 

ア 技術士又は同等認定者・・・技術士法の規定による登録を受けている者であって、第２次試験のうち

衛生工学部門の受験資格を持つもの又は同等認定者を記入             

イ 環境計量士・・・計量法の規定による環境計量士を記入 

 

５ その他 

  従業員実数には、事務に従事する従業員（常勤の職員に限る。）も含めて記載してください。 


